
 

〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 東クリーンセンター真空掃除機点検整備 

 契 約 業 者 名 日本精密株式会社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

     

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

東クリーンセンターは神戸市内で収集された可燃ごみを24時間連続で焼却処理する施設であ

る。真空掃除機は真空掃除装置室に設置した真空発生部で建物内に張り巡らせされた掃除配

管内部を負圧にして工場各所を掃除するための装置であり、これを使用することにより工場

全体が清潔に保たれ安全衛生の改善に寄与している。また、吸い込まれたゴミは分離器及び

ダスト搬出コンベアを経て自動的にごみピットへ送られる構造となっている。 

本業務は当センターに設置している真空掃除機の点検、部品交換及び試運転調整を行うもの

である。 

当該機器はNECレーザ・オートメーション㈱が独自に設計・開発したものであるが、契約の

相手方はNECレーザ・オートメーション㈱から事業譲渡により保守サービスが実施できる体制

を継承しており、他者では保守サービス業務に使用する主要部品や修理技術力及び機器情報

を有しておらず、上記業者でなければ本業務を履行できないことから随意契約を行う。 

担当部署 

（問合せ先） 

 

環境局東クリーンセンター  （℡０７８－４５２－４１００） 

 


